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第 23 話 大震災と大正末期の国内事情 

突如として起こった関東の大地
じ

震
しん

。 横浜は全
ぜん

滅
めつ

、東京も大半は焼野
や け の

と化
か

したほど 

だったが、罹
り

災
さい

民
みん

は雄
お

々
お

しくもすぐに起
た

って復興
ふっこう

に努
つと

める。  

国民精神を興
お

こす 詔
しょう

書
しょ

。 普通選挙法の公布。 

空前
くうぜん

の大震災
だいしんさい

 

大正 12 年 西暦 1923 年 9 月

1日 午前 11時 58分、突如
とつじょ

として

関東地方の南部に大
おお

地
じ

震
しん

が起
お

こ

った。  

震源地
しんげんち

は 東 京 の 南 方 104 

km 、即
すなわ

ち伊
い

豆
づ

大
おお

島
しま

の東方 180 km 

の海
かい

底
てい

で、相
さ

模
がみ

灘
なだ

の地
じ

震
しん

帯
たい

の陥
かん

没
ぼつ

によるものといわれる。  

激震
げきしん

地帯
ちたい

は相模灘および東

京湾の沿岸
えんがん

並
なら

びに房総
ぼうそう

半島の南

部一帯でしたが、無数
むすう

の家屋
かおく

が 

 

               関
かん

東
とう

大
だい

震
しん

災
さい

  

東京 赤坂   中
ちゅう

央
おう

気
き

象
しょう

台
だい

の大
おお

時
ど

計
けい

の止
とま

まった刹
せつ

那
な

 

            大正 12年 9月 1日午前 11時 58分 44秒 

倒潰
とうかい

したところに大火災
かさい

を 伴
ともな

ったところが少なくなかったので、被
ひ

害
がい

は市
し

街
がい

地
ち

において殊
こと

に 甚
はなは

だしかっ

た。  

現
げん

に東京市の如
ごと

きは、殷
いん

賑
しん

を極
きわ

めた下
した

町
まち

の 商
しょう

業
ぎょう

地区から江
こう

東
とう

の工
こう

業
ぎょう

地区にかけて、全市街のおよ

そ 2 / 3 が焼野
やけの

と化
か

し、横浜、横須賀、鎌倉、小田原および房 州
ぼうしゅう

の北 條
ほうじょう

、館山
たてやま

などの市街は 殆
ほとん

ど全
ぜん

滅
めつ

に近い被害を受けた。 又、相模の海岸をはじめ、大津波
つなみ

に襲
おそ

われたところも少なくなかったのです。  

死者は 98,000 、傷者は 100,000 を超えたが、このうち、死者の 65,000 は東京市のだけで、更にその

うち約 38,000 は本所
ほんじょ

（現 北区）の被服廠
ひふくしょう

址
あと

の広場に避難
ひなん

して、そこで八方から渦
うず

巻
ま

きこんだ火
か

焔
えん

に包
つつ

ま

れて焼死したのです。 失われた家屋は凡
およ

そ570,000 に余り、そのうち東京市のだけが370,000 を超
こ

えた。 

失
うしな

われた国
こく

富
ふ

は百数十億円と算
さん

された。 しかも、それにも増
ま

した大きな損
そん

害
がい

は、江戸 300 年の文化と

新興
しんこう

日本の文化との大半が一 朝
いっちょう

にして鳥
う

有
ゆう

に帰
き

したことです。 まことに世界地震史
し

上で空
くう

前
ぜん

の大災
さい

厄
やく

でした。 

復
ふっ

興
こう

を図
はか

る 

  何もかも根
ね

こそぎ焼
や

き尽
つ

くされてしまった 2,000,000 の罹災
りさい

者
しゃ

が、一時茫
ぼう

然
ぜん

として為
な

すところを知ら

なかったのはいうまでもない事ですが、一般の国民もまた今
いま

更
さら

のように大
だい

自
し

然
ぜん

の威
い

力
りょく

の偉
い

大
だい

なのには

驚
おどろ

き恐
おそ

れずにはいられなかった。 しかも、一時は東京を中心とした通
つう

信
しん

交通の機
き

関
かん

も 殆
ほとん

ど滅
ほろ

びた上に、



第 23話 大正末期の国内事情 

 

2 

しきりに 流
りゅう

言
げん

蜚
ひ

語
ご

が行われたので、人
じん

心
しん

恟
きょう

々
きょう

、大災
さい

厄
やく

に対して経験のない、従って訓練
くんれん

のない市民の

痛
いた

ましくも悲
かな

しい狼
ろう

狽
ばい

ぶりをさんざんに暴
ばく

露
ろ

した。 間もなく戒
かい

厳
げん

令
れい

の警
けい

戒
かい

で、人心も次第
しだい

に落
お

ちつき、

官民共に全力をつくして復興
ふっこう

をはかると共に、大いに罹
り

災
さい

者
しゃ

の 救
きゅう

助
じょ

に努
つと

めた。 

  この時、わが皇室
こうしつ

も 畏
かしこ

くも一千万円の 救
きゅう

護
ご

費
ひ

を下
か

賜
し

になり、政府は二千六百万円を支出し、民間の

義
ぎ

金
きん

は実
じつ

に四千万円を 超
ちょう

過
か

した。 この外、海外諸国の同
どう

情
じょう

も靡
ひ

然
ぜん

として集まって、アメリカ合衆国、

中国、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ドイツ。ロシア、オーストリア、ハンガリ

ー、ルーマニア、フィンランド、チリ、メキシコ、フィリッピン、カナダ、オーストラリア、エジプト、

インドなどからも、それぞれ金
きん

品
ぴん

物
ぶっ

資
し

を贈
おく

られた。  

  罹
り

災
さい

民
みん

は大
おお

いにこれに感
かん

激
げき

して、雄
お

々
お

しくも起
た

って復
ふっ

興
こう

につとめたので、やがて掻
か

き起
お

こされた 焦
しょう

土
ど

の上にはぽつぽつとバラックが建
た

ち始まって、10 月に入ったころから、次第に生
せい

業
ぎょう

に就
つ

くものが多くな

った。 11 月 15日には人心も全く安定したので、戒
かい

厳
げん

令
れい

は解
と

かれた。 

大
たい

戦
せん

中
ちゅう

の好
こう

景
けい

気
き

 

  これより先き経済の面で、欧
おう

州
しゅう

大
たい

戦
せん

の勃発
ぼっぱつ

によって、我が国は交戦
こうせん

国
こく

からの需要
じゅよう

の激増
げきぞう

と、 竝
ならび

に

それらの交戦国に代わって中国、インド、南洋などへ物
ぶっ

資
し

の 供
きょう

給
きゅう

を要
よう

求
きゅう

されたので、輸
ゆ

出
しゅつ

品
ひん

工業と貿
ぼう

易
えき

市場とがにわかに拡
かく

大
だい

され、幾
いく

年
ねん

か輸出 超
ちょう

過
か

がつづいた。 従って国家の財政
ざいせい

もやや豊
ゆた

かになり、国

民にはまた所謂
いわゆる

成金
なりきん

が出来て、総体
そうたい

に世間
せけん

の景気
けいき

がよかった。 とは言え、これはもとより大戦中の一時

の変
へん

態
たい

現
げん

象
しょう

なので、やがて 休
きゅう

戦
せん

条
じょう

約
やく

が結ばれると同時に、早くもその反動
はんどう

があらわれはじめて、大正

8年からまたしても輸
ゆ

入
にゅう

超
ちょう

過
か

に 逆
ぎゃく

転
てん

した。  

殊に翌 9年 3月には、ついに反動的 恐
きょう

慌
こう

をも現
げん

出
しゅつ

したが、なお一般の市場は在
ざい

来
らい

の惰
だ

勢
せい

で活
かっ

気
き

を呈
てい

していた。 物
ぶっ

価
か

は戦前の 3 倍にも騰
とう

貴
き

していたにもかかわらず、購
こう

買
ばい

力
りょく

もこれに 伴
ともな

って膨
ぼう

張
ちょう

してい

たので、成
なり

金
きん

ばかりか、一般に金づかいが荒
あら

く、中には 驕
きょう

奢
しゃ

な事をして、享
きょう

楽
らく

にその日々を暮
くら

らして恥
は

じないものなども少なくなかった。 

国民
こくみん

の思想
しそう

の動揺
どうよう

 

  その上、大戦中から戦後にかけて、ヨーロッパに起こったロシアの革命をはじめ、中欧一帯、バルカ

ン半島諸国の民
みん

族
ぞく

的、民
みん

主
しゅ

的改
かい

造
ぞう

などの影
えい

響
きょう

から、我が国民の思想もとかく動揺
どうよう

をまぬかれず、ともす

れば軽
けい

佻
ちょう

に流れ、詭
き

激
げき

に走る風もまた生じたので、それやこれやのために、心ある者はひそかに眉
まゆ

をひ

そめて世
よ

を憂
うれ

えていた。  

そこに、突如として関東の大地震が起こったのです。 忽
たちま

ち「天
てん

譴
けん

！」の一語が、だれが言い出した

ともなく国民の間に伝わって、相
あい

共
とも

に平
へい

素
そ

の 行
おこな

いを 省
かえり

み、恐
おそ

れ懼
おそ

れて 慎
つつし

みあった。 

国
こく

民
みん

の精
せい

神
しん

の作
さく

興
こう

に関
かん

する 詔
しょう

書
しょ

 

  あたかもこの時、即ち戒
かい

厳
げん

令
れい

が解
と

かれる 5日前の大正 12 年 11月 10日、天皇は特に国民の精
せい

神
しん

の作
さく

興
こう

に関する以下の 詔
しょう

書
しょ

を下
くだ

して国民を 戒
いまし

められた。 
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朕
ちん

惟
おも

うに、国家興
こう

隆
りゅう

の本
もと

は国民精神の剛
ごう

健
けん

に在
あ

り。 之
これ

を涵
かん

養
よう

し之を振
しん

作
さ

して以
も

って国本
こくほん

を 

固
かた

くせよ。 是
これ

を以って先帝
せんてい

は意を教育に留
とど

められ、国体に基づき、淵
えん

源
げん

に 遡
さかのぼ

り、皇祖皇宗の

遺
い

訓
くん

を掲
かか

げてその大
たい

綱
こう

を 昭
しょう

示
じ

され、後
のち

に臣
しん

民
みん

に 詔
みことのり

して 忠
ちゅう

実
じつ

勤
きん

倹
けん

を勧
すす

め、信
しん

義
ぎ

の 訓
おしえ

を申
かさ

ね

て荒
こう

怠
たい

の 誡
いまし

めを垂
た

れられた。 是
こ

れ皆道徳
どうとく

を尊 重
そんちょう

して国民精神を涵
かん

養
よう

振
しん

作
さ

する所
ゆ

以
えん

の洪
こう

謨
ぼ

の

ためです。 爾来
じらい

趨向
すうこう

が一定して効果を大いに 著
あらわ

し、以って国家の興
こう

隆
りゅう

を致
いた

せり。  

朕、即
そく

位
い

以
い

来
らい

夙
しゅく

夜
や

競
きょう

々
きょう

として常に 紹
しょう

述
じゅつ

を思っていたが、俄
にわ

かに災
さい

変
へん

に遭
あ

いて憂
うれ

いとおそれ

で交
こも

々
ごも

至っている。 

近ごろ学 術
がくじゅつ

は益々進み開けて、人
じん

智
ち

日に進む。 然
しか

れども浮
ふ

華
か

放
ほう

縦
じゅう

の習
なら

いが 漸
ようや

く萌
きざ

し、軽
けい

佻
ちょう

詭
き

激
げき

の風
ふう

も亦
また

生
しょう

じた。 今に及
およ

んで時弊
じへい

を 革
あらた

めないと、前
ぜん

緒
ちょ

を失
しっ

墜
つい

することを恐
おそ

れる。 況
いわん

や今次の災
さい

禍
か

甚
はなは

だ大にして、今後の文化の 紹
しょう

復
ふく

、国力の新
しん

興
こう

は皆国民の精神に待つのです。 

是
こ

れ実
じつ

に上下 協
きょう

戮
りく

振
しん

作
さ

更
こう

張
ちょう

の時なり。 振
しん

作
さ

更
こう

張
ちょう

の道だけです。 先帝の聖
せい

訓
くん

に恪 遵
かくじゅん

して 

その実効
じっこう

を挙
あ

げるのみです。 宜
よろ

しく教育の淵源
えんげん

を 崇
たっと

んで智
ち

徳
とく

の竝
へい

進
しん

を努
つと

め、綱
こう

紀
き

を 粛
しゅく

正
せい

し、 

風
ふう

俗
ぞく

を 匡
きょう

励
れい

し、浮
ふ

華
か

放
ほう

縦
じゅう

を 斥
しりぞ

けて質
しつ

実
じつ

剛
ごう

健
けん

に 趨
おもむ

き、軽
けい

佻
ちょう

詭
き

激
げき

を矯
た

めて 醇
じゅん

厚
こう

中
ちゅう

正
せい

に帰
かえ

し、

人
じん

倫
りん

を明
あき

らかにして親
しん

和
わ

を致
いた

し、公
こう

徳
とく

を守
まも

りて秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

ち、責
せき

任
にん

を重
おも

んじ、節
せっ

制
せい

を 尚
たっと

び、 

忠
ちゅう

孝
こう

義
ぎ

勇
ゆう

の美
び

を揚
あ

げ、博
はく

愛
あい

共
きょう

存
ぞん

の 誼
よしみ

を篤
あつ

くし、入
い

りては 恭
きょう

倹
けん

勤
きん

敏
びん

業
ぎょう

に服
ふく

し、産
さん

を治
おさ

め、 

出
い

でては一
いっ

己
こ

の利
り

害
がい

に偏
へん

せずして 力
ちから

を公
こう

益
えき

世
せい

務
む

に竭
つく

し、以
も

って国家の興 隆
こうりゅう

と民族の安栄
あんえい

、 

社会の福祉
ふくし

とを図
はか

るべし。 

朕は臣民の 協
きょう

翼
よく

に頼
よ

りて 弥
いよいよ

国
こく

本
ほん

を固
かた

くし、以って大
たい

業
ぎょう

を恢
かい

弘
こう

せんことを 冀
こいねが

う。 爾
なんじ

臣
しん

民
みん

は其
そ

れ之
これ

を勉
つと

めよ。 

  御
ぎょ

 名
めい

 御
ぎょ

 璽
じ

 

   摂
せつ

 政
しょう

 名
な

 

   国民はこれを拝読
はいどく

して恐懼
きょうく

措
お

くところを知らず、深く感激して大いに 自
みづか

ら戒
いさ

め、以って聖旨に副
そ

い

奉らんことを期
き

した。 こうして勤
きん

勉
べん

努
ど

力
りょく

、向
こう

上
じょう

して止
や

まない我が国民は、一時は国運の発展において

も一頓挫
とんざ

を来
き

たすかに見えたこの大震災をも、忽ちよく克服して、その後 6,7 年経った時には、早くも東

京、横浜をはじめ、その他の災害地もみな面目
めんもく

を一新
いっしん

するに至ったのです。 

普通
ふつう

選挙法
せんきょほう

の公布
こうふ

 

  越
こ

えて大正 14年 5月 5 日、普通
ふつう

選挙法
せんきょほう

が公布
こうふ

された。 顧
かえり

みれば明治 23年 7月に、はじめて衆議院
しゅうぎいん

議員
ぎいん

の総選挙
そうせんきょ

が行われて、その 11月に第一回帝国議会が 召 集
しょうしゅう

されて以来、ここに 35 年、立憲
りっけん

政体
せいたい

はま

すます確立
かくりつ

して、国民の政治思想
しそう

も次第に進歩したので、選挙権
せんきょけん

の拡 張
かくちょう

はその時々に行われてきたので

す。 選
せん

挙
きょ

資
し

格
かく

としての納
のう

税
ぜい

条
じょう

件
けん

を撤
てっ

廃
ぱい

するという案
あん

、即ちいわゆる普通選挙にすべしという案は、久
ひさ

しく政
せい

界
かい

の問題となって、幾
いく

度
たび

も議会に提出されながら、いつもその通過
つうか

を見なかったものです。  
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ところが、大正 13年 6月 11日に成立した憲
けん

政
せい

会
かい

総
そう

裁
さい

 加
か

藤
とう

高
たか

明
あき

を総
そう

理
り

大
だい

臣
じん

とする内
ない

閣
かく

は、いわゆる

護憲
ごけん

三派
さんぱ

内閣で、憲
けん

政
せい

会
かい

、政
せい

友
ゆう

会
かい

、および革
かく

新
しん

倶
く

楽
ら

部
ぶ

の三派 協
きょう

調
ちょう

の上に組織
そしき

されたものでしたから、

同 14年 2 月、政府がこれを議会に提出すると、大多数が与党
よとう

だった 衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

でやがてこれは通過し、貴
き

族
ぞく

院
いん

も 3 月 29 日に至って通過した。 実に大正 8 年に初めて提案
ていあん

されて以来
いらい

、7 年目にして 漸
ようや

く議会の容
い

れ

るところとなったのです。 

納
のう

税
ぜい

条
じょう

件
けん

の撤
てっ

廃
ぱい

 

  そもそもこの法案
ほうあん

は、原則
げんそく

として、帝国臣民たる男子で年齢
ねんれい

25 才以上の者は 悉
ことごと

く選
せん

挙
きょ

権
けん

を有
ゆう

し、

又、30 才以上の者は悉く被
ひ

選挙権を有することにしたもので、ただ、 

(1)  禁治産者
きんちさんしゃ

および 準
じゅん

禁治産者、 

(2)  破産者
はさんしゃ

で復権
ふっけん

を有さない者、 

(3)  貧
ひん

困
こん

で生
せい

活
かつ

のために公
こう

私
し

の援
えん

助
じょ

を受
う

け、または扶助
ふじょ

を受ける者、 

(4)  一年以上一定の住居を有さない者 

(5)  6 年以上の懲 役
ちょうえき

または禁固
きんこ

以上の刑
けい

に処
しょ

せられた者、 

(6)  華族
かぞく

の戸主
こしゅ

、 

(7)  現役
げんえき

の陸海軍人、兵籍
へいせき

に編 入
へんにゅう

された学生、生徒など、 

には選挙権および被
ひ

選挙権がない。 

又、在
ざい

職
しょく

中
ちゅう

の宮内官
くないかん

、司
し

法官
ほうかん

、行 政 裁
ぎょうせいさい

判官
ばんかん

、会計
かいけい

検査官
けんさかん

、収 税 官
しゅうぜいかん

、警察官
けいさつかん

などの官吏
かんり

や、帰化人
き か じ ん

または生来
せいらい

の日本人でないものには被
ひ

選挙権がなく、選挙事務に関係のある官吏や吏員
りいん

は、その関係区域

内においては被
ひ

選挙権が無いという事はあった。  

しかしこれまでのように納税
のうぜい

額
がく

の多少によって選
せん

挙
きょ

資
し

格
かく

が定められるということは全くなくなった

のです。 即ち 苟
いやし

くも一人前の日本国民たる男子である以上、何
なん

人
びと

も国家の政治にあづかることが出来る

ようになったのです。 

 なお、この法案によって普通選挙（普選）がいよいよ実施されたのは、昭和 3年 2月 20 日の総選挙か

らでした。 

 (  第 23 話 大正末期の国内事情 終わり。 次は前頁に戻り、 第 24 話 昭和天皇の践祚 ) 


